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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックボードに実装され、該バックボードに設けられた配線を介して、該バックボード
に実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなう電子基板であって、
　前記他の電子基板が送信するデータ信号から検出されるパルス信号にともなって前記配
線において発生する反射波を解析し、該反射波の波形を表すパルス波形情報を取得する反
射波形解析手段と、
　前記パルス波形情報に基づいて、前記データ信号による反射波の大きさを計算する反射
量計算手段と、
　前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさに基づいて閾値を決定し、前記決
定した閾値を用いて、前記他の電子基板から送信されるデータ信号が示すビットの状態を
識別する識別手段と、
　を備えたことを特徴とする電子基板。
【請求項２】
　前記反射波形解析手段は、前記他の電子基板が前記バックボードに実装されたタイミン
グで前記反射波の解析をおこなうことを特徴とする請求項１に記載の電子基板。
【請求項３】
　前記反射波形解析手段は、前記配線を介して前記他の電子基板とデータのやりとりを開
始する前に前記反射波の解析をおこなうことを特徴とする請求項１に記載の電子基板。
【請求項４】
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　前記識別手段に代えて、
　予め定められた固有の閾値を基準として前記他の電子基板から送信されるデータ信号が
示すビットの状態を識別する複数の識別手段と、
　前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさに対応する閾値を基準として前記
ビットの状態を識別した識別手段の識別結果を、前記ビットの正当な状態として選択する
選択手段と
　を備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の電子基板。
【請求項５】
　バックボードに実装され、該バックボードに設けられた配線を介して、該バックボード
に実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなう電子基板であって、
　当該の電子基板から前記他の電子基板へデータ信号を送信した場合に前記配線において
発生する反射波の波形に関するパルス波形情報を、前記他の電子基板から取得する制御手
段と、
　前記パルス波形情報に基づいて、送信するデータ信号に重畳される反射波の大きさを計
算する反射量計算手段と、
　前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさの分だけ、送信するデータ信号の
出力レベルを抑制する出力調整手段と
　を備えたことを特徴とする電子基板。
【請求項６】
　前記配線において発生する反射波を前記他の電子基板に解析させるために、単一の波形
からなる信号を生成して前記配線に送出する単パルス生成手段をさらに備えたことを特徴
とする請求項５に記載の電子基板。
【請求項７】
　前記出力調整手段に代えて、
　送信すべきビット列を表す複数の符号を生成する符号生成手段と、
　前記符号生成手段により生成された各符号を送信した場合に前記配線において発生する
反射波の大きさを前記反射量計算手段に計算させ、計算された反射波の大きさが最も小さ
い符号を前記他の電子基板へ送信する符号として選択する符号選択手段と
　を備えたことを特徴とする請求項５または６に記載の電子基板。
【請求項８】
　前記反射量計算手段と前記出力調整手段に代えて、
　前記波形情報に基づいて前記反射波の反射周期を計算する反射周期計算手段と、
　前記反射周期に応じて定められている所定のルールに従って、前記他の電子基板へ送信
する信号に「０」のビットを挿入する挿入手段と
　を備えたことを特徴とする請求項５または６に記載の電子基板。
【請求項９】
　バックボードに実装された第１の電子基板と第２の電子基板とが、該バックボードに設
けられた配線を介して信号のやりとりをおこなうためのバックボード伝送方法であって、
　前記配線を介して、前記第１の電子基板から前記第２の電子基板へ単一の波形からなる
信号を送出する単パルス送信工程と、
　前記信号にともなって前記配線において発生する反射波を前記第２の電子基板が解析し
、該反射波の波形を表すパルス波形情報を取得する反射波形解析工程と、
　前記パルス波形情報に基づいて第１の電子基板から送信されるデータ信号による反射波
の大きさを計算し、計算された反射波の大きさに基づいて閾値を決定し、前記決定した閾
値を用いて、前記第１の電子基板から送信されるデータ信号が示すビットの状態を前記第
２の電子基板が識別するデータ受信工程と
　を含んだことを特徴とするバックボード伝送方法。
【請求項１０】
　バックボードに実装された第１の電子基板と第２の電子基板とが、該バックボードに設
けられた配線を介して信号のやりとりをおこなうためのバックボード伝送方法であって、
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　前記配線を介して、前記第１の電子基板から前記第２の電子基板へ単一の波形からなる
信号を送出する単パルス送信工程と、
　前記信号にともなって前記配線において発生する反射波を前記第２の電子基板が解析し
、該反射波の波形を表すパルス波形情報を取得する反射波形解析工程と、
　前記パルス波形情報に基づいて、送信するデータ信号に重畳される反射波の大きさを前
記第１の電子基板が計算し、計算された反射波の大きさの分だけ、前記第２の電子基板へ
送信するデータ信号の出力レベルを抑制するデータ送信工程と
　を含んだことを特徴とするバックボード伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、バックボードに実装される電子基板と、バックボードに実装された電子基
板間のデータ伝送方法である電子基板バックボード伝送方法とに関し、特に、反射波の特
性を解析し、その解析結果を有効に活用することにより、データ伝送における反射波の影
響を十分に除去することができる電子基板およびバックボード伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報処理装置や伝送装置の処理速度が高速化し、かつては数１００メガｂｐｓ程
度であった装置内でのデータ伝送速度が、１ギガｂｐｓを超えるようになっている。この
ように、装置内のデータ伝送速度が高速化するにつれ、データ伝送にともなって発生する
反射波が信号波形を劣化させ、データの伝送エラーを引き起こす問題が顕在化しつつある
。
【０００３】
　データ伝送速度が低速であれば、装置内の伝送経路において反射波が発生しても、１ビ
ット分のタイムスロット内に収縮し、他のビットのタイムスロットに影響を及ぼすことは
ない。ところが、データ伝送速度が高速化し、１ビット分のタイムスロットが短くなると
、反射波が他のタイムスロットに影響を及ぼすようになり、データの受信側で、ビットの
オン／オフを正常に識別できなくなってしまう。
【０００４】
　このような反射波の問題は、ブレードサーバのように、複数の電子基板を、バックボー
ドを介して接続する構成の情報処理装置や伝送装置において特に重大である。かかる構成
の装置は、筐体内のバックボード上に、電子基板を搭載するためのコネクタを備えている
が、このコネクタ部分がインピーダンス不整合による反射波を発生させやすいためである
。
【０００５】
　データ伝送における反射波の影響を低減させる従来技術としては、キャンセル波を生成
して反射波を打ち消す技術が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００６】
【特許文献１】特開昭５９－０８１９２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、反射波は、データ伝送経路の形態によっては、減衰しながら所定の区間を何
度も行き来し、複数のビットに影響を与えることがある。また、このように所定の区間を
行き来する反射波の波形と、データ伝送の波形が何度も重なると、共振によって反射波の
波形が大きくなり、重大なデータ伝送エラーを引き起こす可能性もある。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１において開示されている技術を含め、反射波の影響を低減さ
せるための従来技術は、このような反射波の特性を十分に考慮しておらず、データ伝送に
おける反射波の影響を十分に除去することができなかった。
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【０００９】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、反
射波の特性を解析し、その解析結果を有効に活用することにより、データ伝送における反
射波の影響を十分に除去することができる電子基板およびバックボード伝送方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一つの態様では、バックボード
に実装され、該バックボードに設けられた配線を介して、該バックボードに実装された他
の電子基板と信号のやりとりをおこなう電子基板であって、前記他の電子基板が送信する
データ信号から検出されるパルス信号にともなって前記配線において発生する反射波を解
析し、該反射波の波形を表すパルス波形情報を取得する反射波形解析手段と、前記パルス
波形情報に基づいて、前記データ信号による反射波の大きさを計算する反射量計算手段と
、前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさに基づいて閾値を決定し、前記決
定した閾値を用いて、前記他の電子基板から送信されるデータ信号が示すビットの状態を
識別する識別手段とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　この発明の態様によれば、予め反射波を解析することにより取得したパルス波形情報に
基づいて反射波の大きさを予測し、それを考慮して信号の識別をおこなうように構成した
ので、反射波の影響を受けることなく、正確にデータ伝送をおこなうことができる。
【００１２】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記反射波形解析手段は、
前記他の電子基板が前記バックボードに実装されたタイミングで前記反射波の解析をおこ
なうことを特徴とする。
【００１３】
　この発明の態様によれば、電子基板がバックボードに実装されるタイミングで反射波の
解析をおこなうように構成したので、伝送経路等に負荷を与えることなく、反射波の解析
を実現することができる。
【００１４】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記反射波形解析手段は、
前記配線を介して前記他の電子基板とデータのやりとりを開始する前に前記反射波の解析
をおこなうことを特徴とする。
【００１５】
　この発明の態様によれば、データのやりとりを開始する前に、その都度、反射波の解析
をおこなうように構成したので、環境変化によって頻繁に反射波の特性が変化する場合で
あっても、常に最新の反射波の解析結果に基づいて、正確にデータ伝送をおこなうことが
できる。
【００１６】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記識別手段に代えて、予
め定められた固有の閾値を基準として前記他の電子基板から送信されるデータ信号が示す
ビットの状態を識別する複数の識別手段と、前記反射量計算手段により計算された反射波
の大きさに対応する閾値を基準として前記ビットの状態を識別した識別手段の識別結果を
、前記ビットの正当な状態として選択する選択手段とを備えたことを特徴とする。
【００１７】
　この発明の態様によれば、反射波の大きさの予測結果に応じて閾値を変化させる代わり
に、複数の固定された閾値と選択動作の組合せによって、反射波の影響を考慮した信号の
識別をおこなうことができるように構成したので、高速なデータ伝送を実現することがで
きる。
【００１８】
　また、本発明の他の態様では、バックボードに実装され、該バックボードに設けられた
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配線を介して、該バックボードに実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなう電
子基板であって、当該の電子基板から前記他の電子基板へデータ信号を送信した場合に前
記配線において発生する反射波の波形に関するパルス波形情報を、前記他の電子基板から
取得する制御手段と、前記パルス波形情報に基づいて、送信するデータ信号に重畳される
反射波の大きさを計算する反射量計算手段と、前記反射量計算手段により計算された反射
波の大きさの分だけ、送信するデータ信号の出力レベルを抑制する出力調整手段とを備え
たことを特徴とする。
【００１９】
　この発明の態様によれば、予め反射波を解析することにより取得したパルス波形情報に
基づいて反射波の大きさを予測し、送信側で出力を調整するように構成したので、反射波
の影響を受けることなく、正確にデータ伝送をおこなうことができ、さらに、反射波の成
長を抑制することができる。
【００２０】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記配線において発生する
反射波を前記他の電子基板に解析させるために、単一の波形からなる信号を生成して前記
配線に送出する単パルス生成手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００２１】
　この発明の態様によれば、反射波を解析するための信号として単一の波形からなる信号
を生成するように構成したので、反射波の解析を正確におこなうことができる。
【００２２】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記出力調整手段に代えて
、送信すべきビット列を表す複数の符号を生成する符号生成手段と、前記符号生成手段に
より生成された各符号を送信した場合に前記配線において発生する反射波の大きさを前記
反射量計算手段に計算させ、計算された反射波の大きさが最も小さい符号を前記他の電子
基板へ送信する符号として選択する符号選択手段とを備えたことを特徴とする。
【００２３】
　この発明の態様によれば、同一のビット列を表す複数の符号の中で、発生する反射波が
最も小さいものを選択して送信するように構成したので、データ伝送における反射波の影
響を低減させることができる。
【００２４】
　また、本発明の他の態様では、上記の発明の態様において、前記反射量計算手段と前記
出力調整手段に代えて、前記波形情報に基づいて前記反射波の反射周期を計算する反射周
期計算手段と、前記反射周期に応じて定められている所定のルールに従って、前記他の電
子基板へ送信する信号に「０」のビットを挿入する挿入手段とを備えたことを特徴とする
。
【００２５】
　この発明の態様によれば、反射波の周期に応じて、所定の位置に「０」のビットを挿入
してデータを伝送するように構成したので、反射波の成長を防止することができる。
【００２６】
　また、本発明の他の態様では、バックボードに実装された第１の電子基板と第２の電子
基板とが、該バックボードに設けられた配線を介して信号のやりとりをおこなうためのバ
ックボード伝送方法であって、前記配線を介して、前記第１の電子基板から前記第２の電
子基板へ単一の波形からなる信号を送出する単パルス送信工程と、前記信号にともなって
前記配線において発生する反射波を前記第２の電子基板が解析し、該反射波の波形を表す
パルス波形情報を取得する反射波形解析工程と、前記パルス波形情報に基づいて第１の電
子基板から送信されるデータ信号による反射波の大きさを計算し、計算された反射波の大
きさに基づいて閾値を決定し、前記決定した閾値を用いて、前記第１の電子基板から送信
されるデータ信号が示すビットの状態を前記第２の電子基板が識別するデータ受信工程と
を含んだことを特徴とする。
【００２７】
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　この発明の態様によれば、予め反射波を解析することにより取得したパルス波形情報に
基づいて反射波の大きさを予測し、それを考慮して信号の識別をおこなうように構成した
ので、反射波の影響を受けることなく、正確にデータ伝送をおこなうことができる。
【００２８】
　また、本発明の他の態様では、バックボードに実装された第１の電子基板と第２の電子
基板とが、該バックボードに設けられた配線を介して信号のやりとりをおこなうためのバ
ックボード伝送方法であって、前記配線を介して、前記第１の電子基板から前記第２の電
子基板へ単一の波形からなる信号を送出する単パルス送信工程と、前記信号にともなって
前記配線において発生する反射波を前記第２の電子基板が解析し、該反射波の波形を表す
パルス波形情報を取得する反射波形解析工程と、前記パルス波形情報に基づいて、送信す
るデータ信号に重畳される反射波の大きさを前記第１の電子基板が計算し、計算された反
射波の大きさの分だけ、前記第２の電子基板へ送信するデータ信号の出力レベルを抑制す
るデータ送信工程とを含んだことを特徴とする。
【００２９】
　この発明の態様によれば、予め反射波を解析することにより取得したパルス波形情報に
基づいて反射波の大きさを予測し、送信側で出力を調整するように構成したので、反射波
の影響を受けることなく、正確にデータ伝送をおこなうことができ、さらに、反射波の成
長を抑制することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の一つの態様によれば、予め反射波を解析することにより取得したパルス波形情
報に基づいて反射波の大きさを予測し、それを考慮して信号の識別をおこなうように構成
したので、反射波の影響を受けることなく、正確にデータ伝送をおこなうことができると
いう効果を奏する。
【００３１】
　また、本発明の他の態様によれば、電子基板がバックボードに実装されるタイミングで
反射波の解析をおこなうように構成したので、伝送経路等に負荷を与えることなく、反射
波の解析を実現することができるという効果を奏する。
【００３２】
　また、本発明の他の態様によれば、データのやりとりを開始する前に、その都度、反射
波の解析をおこなうように構成したので、環境変化によって頻繁に反射波の特性が変化す
る場合であっても、常に最新の反射波の解析結果に基づいて、正確にデータ伝送をおこな
うことができるという効果を奏する。
【００３３】
　また、本発明の他の態様によれば、反射波の大きさの予測結果に応じて閾値を変化させ
る代わりに、複数の固定された閾値と選択動作の組合せによって、反射波の影響を考慮し
た信号の識別をおこなうことができるように構成したので、高速なデータ伝送を実現する
ことができるという効果を奏する。
【００３４】
　また、本発明の他の態様によれば、予め反射波を解析することにより取得したパルス波
形情報に基づいて反射波の大きさを予測し、送信側で出力を調整するように構成したので
、反射波の影響を受けることなく、正確にデータ伝送をおこなうことができ、さらに、反
射波の成長を抑制することができるという効果を奏する。
【００３５】
　また、本発明の他の態様によれば、反射波を解析するための信号として単一の波形から
なる信号を生成するように構成したので、反射波の解析を正確におこなうことができると
いう効果を奏する。
【００３６】
　また、本発明の他の態様によれば、同一のビット列を表す複数の符号の中で、発生する
反射波が最も小さいものを選択して送信するように構成したので、データ伝送における反
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射波の影響を低減させることができるという効果を奏する。
【００３７】
　また、本発明の他の態様によれば、反射波の周期に応じて、所定の位置に「０」のビッ
トを挿入してデータを伝送するように構成したので、反射波の成長を防止することができ
るという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る電子基板およびバックボード伝送方法の好適
な実施の形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【００３９】
　まず、バックボードを介して電子基板（ドータボード）を接続して構成された電子装置
について説明する。図１は、バックボードを介して電子基板を接続して構成された電子装
置の一例を示す図である。
【００４０】
　同図に示した電子装置は、バックボード３００を介して、電子基板１００および２００
を接続して構成されている。電子基板１００および２００は、それぞれ、所定の機能を備
えた電子基板である。そして、バックボード３００は、コネクタ３１０および３２０と、
その間を電気的に接続する配線３３０とを備えた電子基板である。
【００４１】
　電子基板１００は、コネクタ３１０に実装され、電子基板２００は、コネクタ３２０に
実装されている。こうして、電子基板１００および２００は、バックボード３００を介し
て電気的に接続され、両者の間でデータのやりとりをすることが可能になっている。この
ように、バックボードに実装された電子基板が、バックボードを介してデータのやりとり
をおこなうことをバックボード伝送という。
【００４２】
　なお、この例では、説明を簡単にするため、バックボードを介して２つの電子基板を接
続する例を示しているが、バックボードを介して３つ以上の電子基板を接続する構成も可
能である。また、バックボードが備えるコネクタ間を接続する配線は、バスやスイッチで
あってもよい。
【００４３】
　次に、バックボード伝送において生じる反射波について説明する。図１に示したような
構成においてバックボード伝送をおこなう場合、反射波が発生してデータ伝送エラーを引
き起こすことがある。図２は、バックボード伝送における反射波の発生について説明する
ための説明図である。
【００４４】
　同図に示すように、電子基板１００上の回路１１０と、電子基板２００上の回路２１０
との間でデータ伝送をおこなう場合、回路１１０および２１０の付近と、コネクタ３１０
および３２０の付近においてインピーダンス不整合による反射波が発生する。
【００４５】
　これらの反射波のうち、回路１１０とコネクタ３１０の間で発生する反射波は、回路１
１０とコネクタ３１０の間隔を十分短くすることによって、影響を無視することができる
。同様に、回路２１０とコネクタ３２０の間で発生する反射波は、回路２１０とコネクタ
３２０の間隔を十分短くすることによって、影響を無視することができる。
【００４６】
　一方、コネクタ３１０とコネクタ３２０は、物理的な配置の都合等により一定の距離以
下に間隔を縮めることができないため、高速にデータ伝送をおこなう場合には、この間で
発生する反射波がデータ伝送に悪影響を及ぼすことがある。
【００４７】
　コネクタ３１０とコネクタ３２０の間において、一方のコネクタ付近で発生した反射波
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は、図３に示すように、他方のコネクタ付近で再び反射し、減衰するまでコネクタ間を行
き来する。そのため、図４に示すように、送信側が１ビットを送信するために、単一のパ
ルスを送出した場合であっても、受信側では、直接波による波形（以下、「直接波形」と
いう）に加えて、反射波による複数の波形を検出することになる。同図に示した例では、
本来は波形が存在しないはずの２ビット目、４ビット目および７ビット目でも波形が検出
されている。
【００４８】
　反射波による波形（以下、「反射波形」という）は、減衰しているため、単一では直接
波形よりも小さいが、他のビットを送信する際に生じた反射波形と重畳されて成長し、直
接波形と誤認される恐れがある。
【００４９】
　この問題を解決するため、本実施例に係るバックボード伝送方法では、バックボード伝
送を開始するのに先立って、送信側から受信側へ単一のパルスを送出し、受信側で反射波
形を解析する。そして、バックボード伝送の開始後は、受信側において、反射波形の解析
結果と、既に受信したビットとに基づいて、反射波の大きさを動的に算出して識別レベル
の補正をおこなう。
【００５０】
　次に、本実施例に係る電子基板の構成について説明する。図５は、本実施例に係る電子
基板の構成を示す機能ブロック図である。なお、同図では、説明を簡単にするため、一方
の電子基板を送信専用の基板、他方の電子基板を受信専用の基板として示しているが、双
方の基板の構成を併せもたせることにより、送受信のいずれも可能な電子基板を実現する
こともできる（他の実施例において同じ）。また、同図においては、バックボードの図示
を省略している。
【００５１】
　送信側基板１０１は、バックボード伝送によって他の電子基板にデータを送信する電子
基板であり、主処理部１１００と、出力信号生成部１２００と、インターフェース部１３
００と、単パルス生成部１４００と、反射波形解析制御部１５００とを有する。
【００５２】
　主処理部１１００は、送信側基板１０１の本来の機能を実現するための処理部である。
出力信号生成部１２００は、主処理部１１００から送信を依頼されたデータをバックボー
ド伝送によって伝送可能な信号に変換する処理部である。インターフェース部１３００は
、送信側基板１０１をバックボードのコネクタと接続させるためのインターフェース部で
ある。
【００５３】
　単パルス生成部１４００は、受信側基板２０１が反射波形を解析するための単パルスを
生成する処理部である。反射波形解析制御部１５００は、反射波形の解析を実現するため
に、受信側基板２０１の反射波形解析制御部２４００と同期をとりながら各種制御をする
制御部であり、例えば、適切なタイミングで単パルス生成部１４００に対して単パルスの
生成を指示する。
【００５４】
　受信側基板２０１は、バックボード伝送によって他の電子基板からデータを受信する電
子基板であり、インターフェース部２１００と、反射波形解析部２２００と、反射波形記
憶部２３００と、反射波形解析制御部２４００と、入力信号識別部２５０１と、主処理部
２６００とを有する。インターフェース部２１００は、受信側基板２０１をバックボード
のコネクタと接続させるためのインターフェース部である。
【００５５】
　反射波形解析部２２００は、単パルス生成部１４００により生成された単パルスにとも
なって検出された波形を解析し、反射波の波形情報を取得する処理部である。反射波形記
憶部２３００は、反射波形解析部２２００によって取得された波形情報を記憶する記憶部
である。反射波形解析制御部２４００は、反射波形の解析を実現するために、反射波形解
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析制御部１５００と同期をとりながら各種制御をする制御部である。
【００５６】
　入力信号識別部２５０１は、バックボード伝送によって伝送されてきた信号の波形を識
別し、送信されたビットを読取る処理部である。入力信号識別部２５０１は、反射波の影
響を除外するため、自身が既に読取ったビットと、反射波形記憶部２３００に記憶されて
いる波形情報に基づいて、現在受信している反射波の大きさを計算し、ビットのオン／オ
フを判定するための閾値を変動させる。主処理部２６００は、入力信号識別部２５０１に
よって読取られたデータ等に基づいて受信側基板２０１の本来の機能を実現するための処
理部である。
【００５７】
　以下、受信側基板２０１の各部の詳細について説明する。図６は、反射波形解析部２２
００の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように、反射波形解析部２２００は
、直接波検出回路２２１０と、カウンタ２２２０と、増幅回路２２３０と、タイミングレ
ベルホールド回路２２４０と、ＡＤ（Analog to Digital）コンバータ２２５０とを有す
る。
【００５８】
　直接波検出回路２２１０は、単パルスの直接波が受信された場合に、それを検知して、
カウンタ２２２０にカウンタクリア信号を送信する処理部である。カウンタ２２２０は、
カウンタクリア信号を受信するたびに自身が保持するカウンタ値を０にリセットし、外部
から供給されるクロック信号を受信するたびに自身が保持するカウンタ値を１インクリメ
ントするカウンタである。
【００５９】
　増幅回路２２３０は、反射波形を識別しやすくするための増幅回路である。タイミング
レベルホールド回路２２４０は、外部から供給されるクロック信号を受信するたびに、そ
の時点において増幅回路２２３０から出力されていた電圧を一時的に保持し、その電圧を
ＡＤコンバータ２２５０へ伝達する回路である。
【００６０】
　ＡＤコンバータ２２５０は、タイミングレベルホールド回路２２４０から伝達された電
圧をＡＤ変換により数値化して、反射波形記憶部２３００へ出力する処理部である。ＡＤ
コンバータ２２５０から反射波形記憶部２３００へ出力された数値は、その時点において
カウンタ２２２０が保持するカウンタ値と対応付けて反射波形記憶部２３００に記憶され
る。
【００６１】
　単パルス生成部１４００が単パルスを生成した後、反射波形解析部２２００は、直接波
形を受信し、続いて、いくつかの反射波形を受信する。直接波形を受信した段階で、直接
波検出回路２２１０によってカウンタクリア信号が送信され、カウンタ２２２０のカウン
タ値は０にクリアされる。
【００６２】
　そして、その後は、外部からクロック信号が供給されるたびに、カウンタ２２２０のカ
ウンタ値がインクリメントされ、その時点で受信されている波形の高さを示す電圧値と対
応付けて反射波形記憶部２３００に記憶されていく。
【００６３】
　図７は、反射波形記憶部２３００に記録される波形情報の一例を示す図である。同図に
おける遅延時間は、カウンタ２２２０のカウンタ値であり、電圧レベルは、波形の高さを
示す電圧値である。このように、反射波形記憶部２３００には、時間経過とともに反射波
の波形の高さがどのように変化するかが記録される。
【００６４】
　なお、波形の高さの変化を十分詳細に把握するためには、反射波形解析部２２００に対
して、できるだけ短い周期でクロック信号を供給する必要がある。また、図７には、直接
波に相当する電圧レベルを０に設定した波形情報の例を示しているが、直接波に相当する
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電圧レベルも波形情報の一部として反射波形記憶部２３００に記録することとしてもよい
。
【００６５】
　ここで、反射波形解析制御部２４００の処理手順について説明しておく。図８は、反射
波形解析制御処理の処理手順を示すフローチャートである。同図に示すように、受信側基
板２０１において、反射波形解析制御部２４００は、新たに実装された電子基板がないか
どうかバックボードの監視をおこなう（ステップＳ２０１）。
【００６６】
　そして、送信側基板１０１がバックボードに実装されると（ステップＳ１０１）、それ
を検出し（ステップＳ２０２）、送信側基板１０１の反射波形解析制御部１５００に対し
て単パルスの送信を要求するとともに、反射波形解析部２２００に反射波形の解析をおこ
なうように指示する（ステップＳ２０３）。
【００６７】
　そして、反射波形解析制御部１５００の指示にしたがって単パルス生成部１４００が単
パルスを送信し（ステップＳ１０２）、反射波形解析部２２００が反射波形の解析を完了
すると（ステップＳ２０４）、反射波形解析制御部２４００は、反射波形解析制御部１５
００に対して解析完了を通知する（ステップＳ２０５）。
【００６８】
　その後、送信側基板１０１は、データ送信が可能な状態となり（ステップＳ１０３）、
受信側基板２０１は、データ受信可能な状態となる（ステップＳ２０６）。そして、反射
波形解析制御部２４００は、バックボードの監視をおこない、送信側基板１０１がバック
ボードから外されると（ステップＳ２０７肯定）、受信側基板２０１をステップＳ２０１
の状態に復帰させる。
【００６９】
　図８にて示した処理手順は、バックボードに実装可能な電子基板が２枚のみの場合の処
理手順である。この場合は、同図に示したように、電子基板の実装時に反射波形の解析を
おこなうだけで特に問題はない。
【００７０】
　しかしながら、バックボードに複数の電子基板を実装可能な場合は、新たな電子基板を
実装することにより、既に実装されている電子基板間の反射波の特性が変化してしまうこ
とがある。そこで、バックボードに複数の電子基板を実装可能な場合は、以下のように、
データ通信ごとに反射波形の解析をおこなうことが好ましい。
【００７１】
　図９は、データ通信ごとに解析をおこなう場合の反射波形解析制御処理の処理手順を示
すフローチャートである。同図に示すように、送信側基板１０１において、データ送信の
要求が発生すると（ステップＳ３０１）、送信側基板１０１は、受信側基板２０１に対し
て受信アドレスの指定をおこなう（ステップＳ３０２）。
【００７２】
　そして、受信側基板２０１に対して受信アドレスの指定がされると、反射波形解析制御
部２４００は、反射波形解析制御部１５００に対して単パルスの送信を要求するとともに
、反射波形解析部２２００に反射波形の解析をおこなうように指示する（ステップＳ４０
１）。
【００７３】
　そして、反射波形解析制御部１５００の指示にしたがって単パルス生成部１４００が単
パルスを送信し（ステップＳ３０３）、反射波形解析部２２００が反射波形の解析を完了
すると（ステップＳ４０２）、反射波形解析制御部２４００は、反射波形解析制御部１５
００に対して解析完了を通知する（ステップＳ４０３）。
【００７４】
　その後、送信側基板１０１は、データ送信を開始し（ステップＳ３０４）、送信が完了
するとその旨を受信側基板２０１に通知する（ステップＳ３０５）。通知を受けた受信側
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基板２０１は、送信側基板１０１に通知を受信した旨を応答し（ステップＳ４０４）、応
答を受けて、送信側基板１０１は、送信処理を終了する（ステップＳ３０６）。
【００７５】
　図１０は、入力信号識別部２５０１の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよ
うに、入力信号識別部２５０１は、Ｄ－ＦＦ（Delay Flip Flop）２５１０1～２５１０i

と、反射量計算部２５２０と、閾値電圧生成部２５３０と、遅延調整部２５４０と、コン
パレータ２５５０と、パラレル変換部２５６０とを有する。
【００７６】
　Ｄ－ＦＦ２５１０1～２５１０iは、コンパレータ２５５０がビットのオン／オフを判定
した結果を保持する回路である。Ｄ－ＦＦ２５１０1は、最新の判定結果を保持し、Ｄ－
ＦＦ２５１０iはｉ個前の判定結果を保持する。なお、反射量計算部２５２０の計算結果
の精度を向上させるためには、ｉが十分に大きいことが好ましい。
【００７７】
　反射量計算部２５２０は、Ｄ－ＦＦ２５１０1～２５１０iの値と、反射波形記憶部２３
００に記憶されている波形情報に基づいて、現在受信中の信号における反射波の大きさを
計算する処理部である。例えば、Ｄ－ＦＦ２５１０1と２５１０3の値のみが１（オン）で
あった場合、反射量計算部２５２０は、反射波形記憶部２３００に記憶されている波形情
報に基づいて、直接波の伝達後１ビット分の時間が経過した時点の反射波の大きさと、３
ビット分の時間が経過した時点の反射波の大きさを求め、その合計を現在受信中の信号に
おける反射波の大きさとする。
【００７８】
　閾値電圧生成部２５３０は、コンパレータ２５５０がビットのオン／オフを判定する基
準となる電圧を生成する回路である。閾値電圧生成部２５３０は、反射波の影響を排除す
るため、反射量計算部２５２０の計算結果として得られた値の分だけ生成する電圧を高く
する。遅延調整部２５４０は、閾値電圧生成部２５３０によって生成された電圧をコンパ
レータ２５５０に伝達するタイミングを調整する回路である。
【００７９】
　コンパレータ２５５０は、入力された信号の電圧と、閾値電圧生成部２５３０によって
生成された電圧を比較し、入力された信号の電圧の方が大きければ、入力された信号が表
すビットがオンであり、さもなければ、入力された信号が表すビットがオフであると判定
する回路である。
【００８０】
　パラレル変換部２５６０は、Ｄ－ＦＦ２５１０1～２５１０iの値を所定のビット数分だ
けまとめて、パラレルデータとして出力する処理部である。
【００８１】
　図１１は、反射量計算部２５２０の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよう
に、反射量計算部２５２０は、電圧値計算回路２５２１1～２５２１iと、加算回路２５２
２とを有する。
【００８２】
　電圧値計算回路２５２１1～２５２１iは、それぞれ、Ｄ－ＦＦ２５１０1～２５１０iと
１対１で対応し、対応するＤ－ＦＦの値が１である場合に、そのＤ－ＦＦに相当するビッ
トに起因する反射波の現在の大きさを反射波形記憶部２３００に記憶されている波形情報
を参照して取得し、それを電圧値へ換算する回路である。加算回路２５２２は、電圧値計
算回路２５２１1～２５２１iが換算した電圧値の合計を求める回路である。
【００８３】
　次に、本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例について説明する
。図１２は、本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例を示す図であ
る。同図は、オン、オフ、オン、オフ、オフ、オン、オフ、オンという順序で８ビットの
データを伝送した場合の例を示している。以下の説明では、オンのビットを最初のものか
ら順番にＡビット、Ｂビット、Ｃビット、Ｄビットと呼ぶことにする。
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【００８４】
　波形１１は、送信側基板１０１が送信する信号の波形を示している。波形２１1～２１4

は、それぞれ、Ａビット、Ｂビット、Ｃビット、Ｄビットの送信にともなって発生する反
射波の波形を示している。波形３１は、波形１１と波形２１1～２１4が重畳された波形で
あり、受信側基板２０１で受信される波形を示している。
【００８５】
　波形４１は、反射量計算部２５２０の計算結果に基づいて閾値電圧生成部２５３０から
コンパレータ２５５０へ供給される電圧の大きさの推移を示す波形であり、波形２１1～
２１4が重畳された波形と一致する。識別結果５１は、コンパレータ２５５０が、基礎と
なる電圧値に波形４１が示す電圧値を加算したものを閾値として、波形３１からビットの
オン／オフを読取った結果を示している。
【００８６】
　このように、本実施例に係るバックボード伝送方法では、反射波形の解析結果と、既に
読取ったビットの状態とに基づいて反射波の大きさを正確に計算し、その結果をビットの
オン／オフを判定するための閾値に加味するように構成したので、波形３１が示すように
、受信側基板２０１が受信する波形が反射波の影響を受けて大きくゆがんでいる場合であ
っても、識別結果５１のように正確にデータを受信することができる。
【実施例２】
【００８７】
　次に、実施例１で示した受信側基板２０１の変形例について説明する。本実施例で示す
受信側基板２０２は、受信側基板２０１よりも、高速なバックボード伝送に適した構成と
なっている。
【００８８】
　まず、本実施例に係る電子基板の構成について説明する。図１３は、本実施例に係る電
子基板の構成を示す機能ブロック図である。なお、同図においては、バックボードの図示
を省略している。
【００８９】
　送信側基板１０１は、図５において示したものと同様の電子基板である。受信側基板２
０２は、バックボード伝送によって他の電子基板からデータを受信する電子基板であり、
インターフェース部２１００と、反射波形解析部２２０２と、反射波形記憶部２３００と
、反射波形解析制御部２４００と、入力信号識別部２５０２と、主処理部２６００とを有
する。
【００９０】
　インターフェース部２１００、反射波形記憶部２３００、反射波形解析制御部２４００
および主処理部２６００は、図５において示したものと同様であるので説明を省略する。
【００９１】
　反射波形解析部２２０２は、単パルス生成部１４００により生成された単パルスにとも
なって検出された波形を解析し、反射波の波形情報を取得する処理部である。入力信号識
別部２５０２は、バックボード伝送によって伝送されてきた信号の波形を識別し、送信さ
れたビットを読取る処理部である。
【００９２】
　図１４は、反射波形解析部２２０２の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよ
うに、反射波形解析部２２０２は、直接波検出回路２２１０と、カウンタ２２２０と、増
幅回路２２３０と、タイミングレベルホールド回路２２４２1～２２４２kと、ＡＤコンバ
ータ２２５２1～２２５４２kとを有する。
【００９３】
　反射波形解析部２２０２と反射波形解析部２２００を比較すると、反射波形解析部２２
００が、タイミングレベルホールド回路とＡＤコンバータの対を一つしか備えていないの
に対し、反射波形解析部２２０２は、タイミングレベルホールド回路とＡＤコンバータの
対をｋ個備えている。
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【００９４】
　バックボード伝送の伝送速度が高速になるほど、反射波形を精密に解析することが必要
になる。しかし、タイミングレベルホールド回路は、一種の蓄電回路であるため、動作速
度を向上させることが難しく、これが反射波形の解析精度を向上させるためのネックとな
る。そこで、反射波形解析部２２０２は、複数のタイミングレベルホールド回路を備え、
少しずつタイミングをずらしてそれらを動作させることにより、反射波形の解析精度の向
上を実現している。
【００９５】
　図１５は、入力信号識別部２５０２の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよ
うに、入力信号識別部２５０２は、Ｄ－ＦＦ２５１０1～２５１０iと、反射量計算部２５
２０と、コンパレータ２５５２1～２５５２jと、パラレル変換部２５６０と、電圧供給回
路２５７０と、セレクタ２５８０とを有する。
【００９６】
　Ｄ－ＦＦ２５１０1～２５１０i、反射量計算部２５２０およびパラレル変換部２５６０
は、図１０に示したものと同様なので説明を省略する。
【００９７】
　電圧供給回路２５７０は、コンパレータ２５５２1～２５５２jに対してそれぞれ少しず
つ異なる電圧を供給する回路である。電圧供給回路２５７０が供給する最も低い電圧は、
反射波の影響を受けていない直接波と同等のものである。一方、電圧供給回路２５７０が
供給する最も高い電圧は、直接波に最も大きな反射波の波形が重畳された場合と同等のも
のである。
【００９８】
　コンパレータ２５５２1～２５５２jは、入力された信号の電圧と、電圧供給回路２５７
０から供給される電圧を比較し、入力された信号の電圧の方が大きければ、入力された信
号がハイ（High）であり、さもなければ、入力された信号がロー（Low）であると判定す
る回路である。
【００９９】
　セレクタ２５８０は、コンパレータ２５５２1～２５５２jのうち、反射量計算部２５２
０の計算結果に対応する電圧が供給されているものの出力をビットのオン／オフに換算し
て、Ｄ－ＦＦ２５１０1に出力する回路である。例えば、反射量計算部２５２０の計算結
果が、反射波の影響が全くないことを示している場合には、セレクタ２５８０は、最も小
さい電圧が供給されているコンパレータの出力をビットのオン／オフに換算して、Ｄ－Ｆ
Ｆ２５１０1に出力する。
【０１００】
　図１０に示した入力信号識別部２５０１の構成では、コンパレータ２５５０に供給する
電圧を動的に変化させる閾値電圧生成部２５３０がアナログ回路であり、この部分がネッ
クとなって、高速動作を実現することが難しい。一方、入力信号識別部２５０２は、動的
に電圧を変化させる処理がなく、動作速度に関連する部分が全てデジタル回路であるので
高速動作を実現しやすい。
【０１０１】
　次に、本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例について説明する
。図１６は、本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例を示す図であ
る。同図は、オン、オフ、オン、オフ、オフ、オン、オフ、オンという順序で８ビットの
データを伝送した場合の例を示している。以下の説明では、オンのビットを最初のものか
ら順番にＡビット、Ｂビット、Ｃビット、Ｄビットと呼ぶことにする。
【０１０２】
　波形１２は、送信側基板１０１が送信する信号の波形を示している。波形２２1～２２4

は、それぞれ、Ａビット、Ｂビット、Ｃビット、Ｄビットの送信にともなって発生する反
射波の波形を示している。波形３２は、波形１２と波形２２1～２２4が重畳された波形で
あり、受信側基板２０２で受信される波形を示している。
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【０１０３】
　判定結果データ４２は、コンパレータＡ～Ｄが、波形３２が示す電圧と、自身に供給さ
れた電圧を比較した結果を示している。なお、コンパレータＤ、コンパレータＣ、コンパ
レータＢ、コンパレータＡの順に高い電圧が供給されているものとする。
【０１０４】
　波形５２は、波形２２1～２２4が重畳された波形であり、計算結果データ６２は、反射
量計算部２５２０の計算結果である。反射量計算部２５２０の計算結果の大きさの遷移は
、波形５２の変化と対応している。
【０１０５】
　識別結果７２は、セレクタ２５８０が、反射量計算部２５２０の計算結果に対応するコ
ンパレータの判定結果を選択し、その判定結果をビットのオン／オフに変換した結果を示
している。この例では、反射量計算部２５２０の計算結果の「０」がコンパレータＡに対
応し、「１」がコンパレータＢに対応し、「２」がコンパレータＣに対応し、「３」がコ
ンパレータＤに対応している。
【０１０６】
　このように、本実施例に係るバックボード伝送方法では、バックボード伝送の伝送速度
を高速化するためにネックとなる部分の構成を変更したので、反射波の影響を除外しつつ
、バックボード伝送の高速化に対応することができる。
【実施例３】
【０１０７】
　図３において、反射波がコネクタ３１０と３２０の間を何度も行き来することを説明し
たが、反射波が行き来する周期と重なって直接波が繰り返し送出されると、反射波が共振
によって著しく成長する可能性がある。
【０１０８】
　この現象を防止するには、送信側の電子基板において、予め反射波の影響を予測し、反
射波が成長することがないように制御する必要がある。本実施例では、反射波の成長を抑
止するための処理を送信側の電子基板でおこなう例を示す。
【０１０９】
　まず、本実施例に係る電子基板の構成について説明する。図１７は、本実施例に係る電
子基板の構成を示す機能ブロック図である。なお、同図においては、バックボードの図示
を省略している。
【０１１０】
　送信側基板１０３は、バックボード伝送によって他の電子基板にデータを送信する電子
基板であり、主処理部１１００と、出力信号生成部１２０３と、インターフェース部１３
００と、単パルス生成部１４００と、反射波形解析制御部１５０３と、反射波形記憶部１
６００とを有する。
【０１１１】
　主処理部１１００、インターフェース部１３００および単パルス生成部１４００は、図
５において示したものと同様であるので説明を省略する。
【０１１２】
　出力信号生成部１２０３は、主処理部１１００から送信を依頼されたデータをバックボ
ード伝送によって伝送可能な信号に変換する処理部である。出力信号生成部１２０３は、
既に送信したビットと、反射波形記憶部１６００に記憶されている反射波の波形情報に基
づいて、これから送信しようとしている信号に重畳される反射波の大きさを算出し、その
分だけ出力レベルを下げる。
【０１１３】
　これにより、反射波の成長が抑制され、また、受信側基板２０３は、一定の識別レベル
に基づいてビットのオン／オフを識別できるようになる。直接波を含む波形は、出力信号
生成部１２０３によって一定の高さに調整され、直接波を含まない波形は、減衰して波形
が小さくなっていく一方だからである。
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【０１１４】
　反射波形解析制御部１５０３は、反射波形の解析を実現するために、受信側基板２０３
の反射波形解析制御部２４０３と同期をとりながら各種制御をする制御部であり、例えば
、適切なタイミングで単パルス生成部１４００に対して単パルスの生成を指示する。また
、反射波形解析制御部１５０３は、受信側基板２０３において反射波の解析が完了した後
に、反射波の波形情報を転送するように反射波形解析制御部２４０３に依頼し、転送され
た波形情報を反射波形記憶部１６００に記憶させる。
【０１１５】
　受信側基板２０３は、バックボード伝送によって他の電子基板からデータを受信する電
子基板であり、インターフェース部２１００と、反射波形解析部２２００と、反射波形記
憶部２３００と、反射波形解析制御部２４０３と、入力信号識別部２５００と、主処理部
２６００とを有する。
【０１１６】
　インターフェース部２１００、反射波形解析部２２００、反射波形記憶部２３００およ
び主処理部２６００は、図５において示したものと同様であるので説明を省略する。
【０１１７】
　反射波形解析制御部２４０３は、反射波形の解析を実現するために、反射波形解析制御
部１５０３と同期をとりながら各種制御をする制御部である。反射波形解析制御部２４０
３は、図５に示した反射波形解析制御部２４００の機能に加えて、反射波形記憶部２３０
０が記憶する反射波の波形情報を送信側基板１０３へ転送する機能をもつ。
【０１１８】
　入力信号識別部２５００は、バックボード伝送によって伝送されてきた信号の波形を識
別し、送信されたビットを読取る処理部である。入力信号識別部２５００は、反射波の影
響を考慮することなく、一定の識別レベルを基準としてビットのオン／オフを判定する。
【０１１９】
　図１８は、出力信号生成部１２０３の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよ
うに、出力信号生成部１２０３は、Ｄ－ＦＦ１２１０1～１２１０mと、反射量計算部１２
２０と、出力調整回路１２３０とを有する。Ｄ－ＦＦ１２１０1～１２１０mは、出力調整
回路１２３０から出力された信号の大きさを保持する回路である。
【０１２０】
　反射量計算部１２２０は、Ｄ－ＦＦ１２１０1～１２１０mの値と、反射波形記憶部１６
００に記憶されている波形情報に基づいて、これから出力しようとしている信号に重畳さ
れる反射波の大きさを計算する処理部である。反射量計算部１２２０は、図１１に示した
反射量計算部２５２０と同様の構成により実現される。
【０１２１】
　出力調整回路１２３０は、反射量計算部１２２０によって算出された反射波の大きさの
分だけ、信号の出力レベルを下げる処理部である。
【０１２２】
　なお、本実施例に係るバックボード伝送方法では、伝送エラーを防止するために、出力
する信号の大きさを細かく調整する必要がある。そのため、出力信号生成部１２０３は、
ビット単位ではなく、さらに細かい単位で信号の出力レベルを調整できるように構成され
ていることが好ましい。
【０１２３】
　次に、本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例について説明する
。図１９は、本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例を示す図であ
る。同図は、オン、オフ、オン、オフ、オフ、オン、オフ、オンという順序で８ビットの
データを伝送した場合の例を示している。以下の説明では、オンのビットを最初のものか
ら順番にＡビット、Ｂビット、Ｃビット、Ｄビットと呼ぶことにする。
【０１２４】
　波形１３は、送信側基板１０３から受信側基板２０３へ伝送されるべき波形を示してい
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る。波形２３1は、送信側基板１０３がＡビットを伝送するために送信する信号の波形を
示している。そして、波形３３1は、波形２３1の送信にともなって発生する反射波の波形
を示している。
【０１２５】
　波形２３2は、送信側基板１０３がＢビットを伝送するために送信する信号の波形を示
している。波形２３2は、波形３３1と重畳される部分が成長しないように、一部が欠落し
た形状となっている。波形３３2は、波形２３2の送信にともなって発生する反射波の波形
を示している。波形２３2の一部が欠落していることから、波形３３2も一部が欠落した形
状となっている。そして、波形４３2は、波形３３1と波形３３2が合成されて生成される
反射波の波形を示している。
【０１２６】
　波形２３3は、送信側基板１０３がＣビットを伝送するために送信する信号の波形を示
している。波形２３3は、波形４３2と重畳される部分が成長しないように、一部が欠落し
た形状となっている。波形３３3は、波形２３3の送信にともなって発生する反射波の波形
を示している。波形２３3の一部が欠落していることから、波形３３3も一部が欠落した形
状となっている。そして、波形４３3は、波形４３2と波形３３3が合成されて生成される
反射波の波形を示している。
【０１２７】
　波形２３4は、送信側基板１０３がＤビットを伝送するために送信する信号の波形を示
している。波形２３4は、波形４３3と重畳される部分が成長しないように、大部分が欠落
した形状となっている。波形３３4は、波形２３4の送信にともなって発生する反射波の波
形を示している。波形２３4の大部分が欠落していることから、波形３３4は、ほぼ平坦な
形状となっている。そして、波形４３4は、波形４３3と波形３３4が合成されて生成され
る反射波の波形を示している。
【０１２８】
　波形５３は、波形２３1、波形２３2、波形２３3、波形２３4および波形４３4が合成さ
れた波形であり、実際に受信側基板２０３に受信される波形を示している。波形５３は、
全体としてみると、波形１３と形状が異なっているが、ハイレベルの波形についてみると
、波形１３と形状が一致しており、正確にデータが伝達されていることがわかる。
【０１２９】
　このように、本実施例に係るバックボード伝送方法では、反射波の成長を抑制しつつ、
反射波の影響を軽減させて、送信側から受信側へ正常にデータを伝送することができる。
【実施例４】
【０１３０】
　続いて、ブロック符号を利用して反射波の成長を抑制する例について説明する。なお、
ここでいうブロック符号は、８Ｂ／１０Ｂ符号のように、一つのビット列に対して正負２
つの符号を定義しているブロック符号を指すものとする。
【０１３１】
　まず、本実施例に係るバックボード伝送方法の概要について説明する。図２０は、ブロ
ック符号を用いた一般的なデータ伝送の一例を示す図である。同図に示すように、ブロッ
ク符号を用いた一般的なデータ伝送では、「０」もしくは「１」が一定個数以上連続して
送信されることがないように、特定の幅のビット列を正負交互にブロック符号化してデー
タ伝送をおこなう。
【０１３２】
　一方、本実施例に係るバックボード伝送方法では、図２１に示すように、それぞれのビ
ット列を正負の両方にブロック符号化し、反射波の発生が小さくなる方のブロック符号を
受信側に送信する。いずれのブロック符号を送信した方が反射波の発生が小さくなるかに
ついては、反射波の波形の解析結果と、既に送信したブロック符号と、これから送信しよ
うとしているブロック符号とに基づいて決定する。
【０１３３】
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　次に、本実施例に係る電子基板の構成について説明する。図２２は、本実施例に係る電
子基板の構成を示す機能ブロック図である。なお、同図においては、バックボードの図示
を省略している。
【０１３４】
　送信側基板１０４は、バックボード伝送によって他の電子基板にデータを送信する電子
基板であり、主処理部１１０４と、出力信号生成部１２００と、インターフェース部１３
００と、単パルス生成部１４００と、反射波形解析制御部１５０３と、反射波形記憶部１
６００と、符号選択部１７０４とを有する。
【０１３５】
　出力信号生成部１２００、インターフェース部１３００、単パルス生成部１４００、反
射波形解析制御部１５０３および反射波形記憶部１６００については既に説明済みである
ので、説明を省略する。
【０１３６】
　主処理部１１０４は、送信側基板１０４の本来の機能を実現するための処理部である。
そして、主処理部１１０４は、他の電子基板に送信すべきデータを、通常の方式でブロッ
ク符号化して符号選択部１７０４へ出力する。すなわち、主処理部１１０４は、正負が交
互になるようにビット列をブロック符号化して符号選択部１７０４へ出力する。
【０１３７】
　符号選択部１７０４は、主処理部１１０４から入力された各ブロック符号ごとに符号を
反転させたブロック符号を生成し、正負２つのブロック符号から、反射波の発生が小さく
なる方のブロック符号を選択して出力信号生成部１２００へ出力する処理部である。
【０１３８】
　受信側基板２０４は、バックボード伝送によって他の電子基板からデータを受信する電
子基板であり、インターフェース部２１００と、反射波形解析部２２００と、反射波形記
憶部２３００と、反射波形解析制御部２４０３と、入力信号識別部２５００と、主処理部
２６０４と、符号復元部２７０４とを有する。
【０１３９】
　インターフェース部２１００、反射波形解析部２２００、反射波形記憶部２３００、反
射波形解析制御部２４０３および入力信号識別部２５００については既に説明済みである
ので、説明を省略する。
【０１４０】
　主処理部２６０４は、受信側基板２０４の本来の機能を実現するための処理部である。
主処理部２６０４は、他の電子基板から、通常の方式でブロック符号化されたデータを受
信し、これを復号化して各種処理を実行するように構成されている。そして、符号復元部
２７０４は、主処理部２６０４が異常動作を起こすことを防止するために、送信側基板１
０４から送信されたブロック符号を符号化し直して、正負が交互になるようにする処理部
である。
【０１４１】
　図２３は、符号選択部１７０４の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように
、符号選択部１７０４は、パラレル変換部１７１０と、反転符号生成部１７２０と、レジ
スタ１７３１1～１７３１nと、レジスタ１７３２1～１７３２nと、レジスタ１７４０1～
１７４０pと、反射量比較部１７５０と、セレクタ１７６０と、シリアル変換部１７７０
とを有する。
【０１４２】
　パラレル変換部１７１０は、同一のブロック符号を構成するビットをまとめて扱うこと
ができるように、シリアル信号を符号長の幅のパラレル信号に変換する処理部である。反
転符号生成部１７２０は、パラレル変換部１７１０によってパラレル化された信号が示す
ブロック符号を変換し、正負を反転させたブロック符号を生成する回路である。
【０１４３】
　レジスタ１７３１1～１７３１nは、パラレル変換部１７１０によってパラレル化された



(18) JP 5082335 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

信号、すなわち、反転されていないブロック符号のうち、送信待ちのものを保持するレジ
スタである。レジスタ１７３２1～１７３２nは、反転符号生成部１７２０によって反転さ
れたブロック符号のうち、送信待ちのものを保持するレジスタである。レジスタ１７４０

1～１７４０pは、同じバイト列を表す正と負の２つのブロック符号のうち、受信側へ送信
された符号を保持するレジスタである。
【０１４４】
　反射量比較部１７５０は、レジスタ１７３１nに保持されている反転されていないブロ
ック符号を送信した場合に発生する反射波の大きさと、レジスタ１７３２nに保持されて
いる反転されたブロック符号を送信した場合に発生する反射波の大きさとを比較し、発生
する反射波が小さい方をセレクタ１７６０へ通知する処理部である。反射量比較部１７５
０は、反射波の大きさを求めるために、レジスタ１７３１1～１７３１nと、レジスタ１７
３２1～１７３２nと、レジスタ１７４０1～１７４０pと、反射波形記憶部１６００を参照
する。
【０１４５】
　セレクタ１７６０は、反射量比較部１７５０の通知に従って、レジスタ１７３１nに保
持されているブロック符号とレジスタ１７３２nに保持されているブロック符号のうち、
発生する反射波が小さい方を、レジスタ１７４０1およびシリアル変換部１７７０へ出力
する回路である。シリアル変換部１７７０は、ブロック符号をシリアル信号に変換して出
力する処理部である。
【０１４６】
　図２４は、反射量比較部１７５０の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すよう
に、反射量比較部１７５０は、インターリーバ回路１７５１と、反射量計算部１７５２1

～１７５２qと、加算回路１７５３と、反射量計算部１７５４1～１７５４qと、加算回路
１７５５と、比較回路１７５６とを有する。
【０１４７】
　インターリーバ回路１７５１は、反射量計算部１７５２1～１７５２qと反射量計算部１
７５４1～１７５４qが、レジスタ１７４０1～１７４０pと、レジスタ１７３１nと、レジ
スタ１７３２nとに分散している各ビットを、時系列に並んだ一連のビット列としてアク
セスできるようにする回路である。
【０１４８】
　反射量計算部１７５２1～１７５２qは、レジスタ１７３１nの各ビットが送信された場
合に発生する反射波の大きさを求める回路であり、図１１に示した反射量計算部２５２０
と同様の構成をもつ。具体的には、反射量計算部１７５２1は、レジスタ１７３１nの１ビ
ット目が送信された場合に発生する反射波の大きさを求め、反射量計算部１７５２qは、
レジスタ１７３１nのｑビット目が送信された場合に発生する反射波の大きさを求める。
【０１４９】
　加算回路１７５３は、反射量計算部１７５２1～１７５２qの計算結果を合計し、レジス
タ１７３１nに保持されているブロック符号を送信した場合における反射波の大きさの合
計を求める回路である。
【０１５０】
　反射量計算部１７５４1～１７５４qは、レジスタ１７３２nの各ビットが送信された場
合に発生する反射波の大きさを求める回路であり、図１１に示した反射量計算部２５２０
と同様の構成をもつ。具体的には、反射量計算部１７５４1は、レジスタ１７３２nの１ビ
ット目が送信された場合に発生する反射波の大きさを求め、反射量計算部１７５４qは、
レジスタ１７３２nのｑビット目が送信された場合に発生する反射波の大きさを求める。
【０１５１】
　加算回路１７５５は、反射量計算部１７５４1～１７５４qの計算結果を合計し、レジス
タ１７３２nに保持されているブロック符号を送信した場合における反射波の大きさの合
計を求める回路である。
【０１５２】
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　比較回路１７５６は、加算回路１７５３と加算回路１７５５の計算結果を比較し、レジ
スタ１７３１nに保持されているブロック符号を送信した場合と、レジスタ１７３２nに保
持されているブロック符号を送信した場合のどちらが発生する反射波が小さいかをセレク
タ１７６０へ通知する回路である。
【０１５３】
　なお、この例では、反射波の大きさを基準として正負いずれのブロック符号を送信する
かを判断しているが、反射波の成長を抑制するため、反射波と直接波が重畳された波形の
高さの最大値が小さい方のブロック符号を送信対象とするようにしてもよい。また、後続
のデータを伝送する際に残存している反射波が少なくなるように、「０」のビットが多い
ブロック符号を送信対象とするようにしてもよい。
【０１５４】
　また、この例では、レジスタ１７３１1～１７３１n-1とレジスタ１７３２1～１７３２n

-1に保持されている後続のブロック符号を考慮せずに反射波の大きさを比較しているが、
これらの後続のブロック符号をどの組合せで送信すれば最も反射波を小さくすることがで
きるかをシミュレートし、その結果に基づいて送信するブロック符号を選択してもよい。
【０１５５】
　図２５は、符号復元部２７０４の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように
、符号復元部２７０４は、パラレル変換部２７１０と、反転符号生成回路２７２０と、レ
ジスタ２７３０と、ＲＤ値検出回路２７４０と、ＮＯＴ回路２７５０と、セレクタ２７６
０と、シリアル変換部２７７０とを有する。
【０１５６】
　パラレル変換部２７１０は、同一のブロック符号を構成するビットをまとめて扱うこと
ができるように、シリアル信号を符号長の幅のパラレル信号に変換する処理部である。反
転符号生成回路２７２０は、パラレル変換部２７１０によってパラレル化された信号が示
すブロック符号を変換し、正負を反転させたブロック符号を生成する回路である。
【０１５７】
　レジスタ２７３０は、同じバイト列を表す正と負の２つのブロック符号のうち、セレク
タ２７６０に選択された符号を保持するレジスタである。ＲＤ値検出回路２７４０は、レ
ジスタ２７３０に保持されているブロック符号が正の符号であるか負の符号であるかを検
出する回路であり、ＮＯＴ回路２７５０は、ＲＤ値検出回路２７４０の検出結果を反転さ
せる回路である。
【０１５８】
　セレクタ２７６０は、ＮＯＴ回路２７５０の通知に従って、パラレル変換部２７１０に
よってパラレル化されたブロック符号と、反転符号生成回路２７２０により反転されたブ
ロック符号のうち、レジスタ２７３０に保持されているブロック符号と正負が逆の符号を
選択して、レジスタ２７３０に出力する回路である。シリアル変換部２７７０は、レジス
タ２７３０に保持されているブロック符号をシリアル信号に変換して出力する処理部であ
る。
【０１５９】
　上述してきたように、本実施例に係るバックボード伝送方法では、同じビット列を表す
ブロック符号のうち、発生する反射波が小さくなる方のブロック符号を伝送するように構
成したので、反射波の成長を抑制することができる。
【実施例５】
【０１６０】
　実施例４では、既存のブロック符号をそのまま使用して反射波の成長を抑制する例を示
したが、反射波の成長を抑制する目的においては、独自の仕様のブロック符号を使用した
方が高い効果を期待することができる。本実施例では、独自の仕様のブロック符号を使用
して反射波の成長を抑制する例を示す。
【０１６１】
　まず、本実施例に係るバックボード伝送方法の概要について説明する。図２６は、本実
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施例に係るバックボード伝送方法の概要について説明するための説明図である。同図に示
すように、例えば、８Ｂ／１０Ｂ符号で符号化されたデータを復号化すると、１０ビット
のデータが８ビットのデータとなり、２ビット分だけ余裕が生まれる。
【０１６２】
　本実施例に係るバックボード伝送方法では、このようにブロック符号化されたデータを
復号化した場合に生まれる余裕分を利用して、反射波の成長を抑制するために有効な位置
に「０」のビットを埋め込む。
【０１６３】
　例えば、反射波が３ビット周期で出現する場合、１ビット目と５ビット目に「０」のビ
ットを埋め込んでおけば、２ビット目が「１」であっても反射波が成長することはなくな
る。また、反射波が４ビット周期で出現する場合、１ビット目と６ビット目に「０」のビ
ットを埋め込んでおけば、２ビット目が「１」であっても反射波が成長することはなくな
る。
【０１６４】
　なお、「０」のビットを埋め込む位置を決定するためのロジックは任意であり、上記の
ロジックに限定されるものではない。
【０１６５】
　次に、本実施例に係る電子基板の構成について説明する。図２７は、本実施例に係る電
子基板の構成を示す機能ブロック図である。なお、同図においては、バックボードの図示
を省略している。
【０１６６】
　送信側基板１０５は、バックボード伝送によって他の電子基板にデータを送信する電子
基板であり、主処理部１１０４と、出力信号生成部１２００と、インターフェース部１３
００と、単パルス生成部１４００と、反射波形解析制御部１５０３と、反射波形記憶部１
６００と、再符号化部１８０５とを有する。
【０１６７】
　主処理部１１０４、出力信号生成部１２００、インターフェース部１３００、単パルス
生成部１４００、反射波形解析制御部１５０３および反射波形記憶部１６００については
既に説明済みであるので、説明を省略する。
【０１６８】
　再符号化部１８０５は、主処理部１１０４から入力されたブロック符号を復号化し、余
裕ができたビット数分だけ「０」のビットを所定の位置に埋め込んで、出力信号生成部１
２００へ出力する処理部である。
【０１６９】
　受信側基板２０５は、バックボード伝送によって他の電子基板からデータを受信する電
子基板であり、インターフェース部２１００と、反射波形解析部２２００と、反射波形記
憶部２３００と、反射波形解析制御部２４０３と、入力信号識別部２５００と、主処理部
２６０４と、符号復元部２８０５とを有する。
【０１７０】
　インターフェース部２１００、反射波形解析部２２００、反射波形記憶部２３００、反
射波形解析制御部２４０３、入力信号識別部２５００および主処理部２６０４については
既に説明済みであるので、説明を省略する。
【０１７１】
　符号復元部２８０５は、再符号化部１８０５によって埋め込まれた「０」のビットを除
去し、再び符号化してブロック符号に戻して、主処理部２６０４へ出力する処理部である
。
【０１７２】
　図２８は、再符号化部１８０５の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように
、再符号化部１８０５は、反射周期計算部１８１０と、パラレル変換部１８２０と、復号
化回路１８３０と、０挿入処理部１８４０と、シリアル変換部１８５０とを有する。
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【０１７３】
　反射周期計算部１８１０は、反射波形記憶部１６００に記憶されている反射波の波形情
報に基づいて反射波の周期を求める処理部である。パラレル変換部１８２０は、同一のブ
ロック符号を構成するビットをまとめて扱うことができるように、シリアル信号を符号長
の幅のパラレル信号に変換する処理部であり、復号化回路１８３０は、パラレル変換部１
８２０によってパラレル化された信号が示すブロック符号を復号化する回路である。
【０１７４】
　０挿入処理部１８４０は、反射周期計算部１８１０によって求められた反射波の周期に
基づいて決定される位置に「０」のビットを挿入する処理部である。シリアル変換部１８
５０は、０挿入処理部１８４０によって「０」のビットが挿入されたデータをシリアル信
号に変換して出力する処理部である。
【０１７５】
　図２９は、符号復元部２８０５の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように
、符号復元部２８０５は、反射周期計算部２８１０と、パラレル変換部２８２０と、０除
去処理部２８３０と、符号化回路２８４０と、シリアル変換部２８５０とを有する。
【０１７６】
　反射周期計算部２８１０は、反射波形記憶部２３００に記憶されている反射波の波形情
報に基づいて反射波の周期を求める処理部である。パラレル変換部２８２０は、同一のブ
ロック符号を構成するビットをまとめて扱うことができるように、シリアル信号を符号長
の幅のパラレル信号に変換する処理部である。
【０１７７】
　０除去処理部２８３０は、反射周期計算部２８１０によって求められた反射波の周期に
基づいて、０挿入処理部１８４０によって「０」のビットが挿入された位置を特定し、パ
ラレル変換部２８２０によってパラレル化された信号が示すデータを、「０」のビットが
挿入される前の状態に復元する処理部である。
【０１７８】
　符号化回路２８４０は、０除去処理部２８３０によって復元されたデータを符号化して
ブロック符号に戻す回路である。シリアル変換部２８５０は、当初のブロック符号に戻さ
れたデータをシリアル信号に変換して出力する処理部である。
【０１７９】
　上述してきたように、本実施例に係るバックボード伝送方法では、ブロック符号化され
たデータを復号化し、余裕ができた分だけ「０」のビットを反射波の低減に有効な位置に
挿入して送信するように構成したので、既存のブロック符号をそのまま使用する場合より
も、効果的に反射波を低減させることができる。
【０１８０】
　なお、上記の各実施例において説明してきた各種装置の構成は、本発明の発明の要旨を
逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることができる。また、各実施例において示
した構成を任意に組み合わせて用いることもできる。例えば、実施例４もしくは５で示し
た構成を実施例１もしくは２で示した構成と組み合わせることにより、反射波の影響を大
きく低減させ、非常に高速なバックボード伝送を実現することが可能になる。
【０１８１】
（付記１）バックボードに実装され、該バックボードに設けられた配線を介して、該バッ
クボードに実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなう電子基板であって、
　前記他の電子基板から送信される信号にともなって前記配線において発生する反射波を
解析し、該反射波の波形を表す波形情報を取得する反射波形解析手段と、
　前記波形情報と過去に受信した信号の情報とに基づいて、現在受信している反射波の大
きさを計算する反射量計算手段と、
　前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさの分だけ閾値を補正して、前記他
の電子基板から送信される信号が示すビットの状態を識別する識別手段と
　を備えたことを特徴とする電子基板。
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【０１８２】
（付記２）前記反射波形解析手段は、前記他の電子基板が前記バックボードに実装された
タイミングで前記反射波の解析をおこなうことを特徴とする付記１に記載の電子基板。
【０１８３】
（付記３）前記反射波形解析手段は、前記配線を介して前記他の電子基板とデータのやり
とりを開始する前に前記反射波の解析をおこなうことを特徴とする付記１に記載の電子基
板。
【０１８４】
（付記４）前記識別手段に代えて、
　予め定められた固有の閾値を基準として前記他の電子基板から送信される信号が示すビ
ットの状態を識別する複数の識別手段と、
　前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさに対応する閾値を基準として前記
ビットの状態を識別した識別手段の識別結果を、前記ビットの正当な状態として選択する
選択手段と
　を備えたことを特徴とする付記１～３のいずれか一つに記載の電子基板。
【０１８５】
（付記５）バックボードに実装され、該バックボードに設けられた配線を介して、該バッ
クボードに実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなう電子基板であって、
　当該の電子基板から前記他の電子基板へ信号を送信した場合に前記配線において発生す
る反射波の波形に関する波形情報を、前記他の電子基板から取得する制御手段と、
　前記波形情報と過去に送信した信号の情報とに基づいて、送信する信号に重畳される反
射波の大きさを計算する反射量計算手段と、
　前記反射量計算手段により計算された反射波の大きさの分だけ、送信する信号の出力レ
ベルを抑制する出力調整手段と
　を備えたことを特徴とする電子基板。
【０１８６】
（付記６）前記配線において発生する反射波を前記他の電子基板に解析させるために、単
一の波形からなる信号を生成して前記配線に送出する単パルス生成手段をさらに備えたこ
とを特徴とする付記５に記載の電子基板。
【０１８７】
（付記７）前記出力調整手段に代えて、
　送信すべきビット列を表す複数の符号を生成する符号生成手段と、
　前記符号生成手段により生成された各符号を送信した場合に前記配線において発生する
反射波の大きさを前記反射量計算手段に計算させ、計算された反射波の大きさが最も小さ
い符号を前記他の電子基板へ送信する符号として選択する符号選択手段と
　を備えたことを特徴とする付記５または６に記載の電子基板。
【０１８８】
（付記８）前記反射量計算手段と前記出力調整手段に代えて、
　前記波形情報に基づいて前記反射波の反射周期を計算する反射周期計算手段と、
　前記反射周期に応じて定められている所定のルールに従って、前記他の電子基板へ送信
する信号に「０」のビットを挿入する挿入手段と
　を備えたことを特徴とする付記５または６に記載の電子基板。
【０１８９】
（付記９）バックボードに実装された第１の電子基板と第２の電子基板とが、該バックボ
ードに設けられた配線を介して信号のやりとりをおこなうためのバックボード伝送方法で
あって、
　前記配線を介して、前記第１の電子基板から前記第２の電子基板へ単一の波形からなる
信号を送出する単パルス送信工程と、
　前記信号にともなって前記配線において発生する反射波を前記第２の電子基板が解析し
、該反射波の波形を表す波形情報を取得する反射波形解析工程と、
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　前記波形情報と過去に受信した信号の情報とに基づいて反射波の大きさを計算し、計算
された反射波の大きさの分だけ閾値を補正して、前記第１の電子基板から送信される信号
が示すビットの状態を前記第２の電子基板が識別するデータ受信工程と
　を含んだことを特徴とするバックボード伝送方法。
【０１９０】
（付記１０）バックボードに実装された第１の電子基板と第２の電子基板とが、該バック
ボードに設けられた配線を介して信号のやりとりをおこなうためのバックボード伝送方法
であって、
　前記配線を介して、前記第１の電子基板から前記第２の電子基板へ単一の波形からなる
信号を送出する単パルス送信工程と、
　前記信号にともなって前記配線において発生する反射波を前記第２の電子基板が解析し
、該反射波の波形を表す波形情報を取得する反射波形解析工程と、
　前記波形情報と過去に送信した信号の情報とに基づいて、送信する信号に重畳される反
射波の大きさを前記第１の電子基板が計算し、計算された反射波の大きさの分だけ、前記
第２の電子基板へ送信する信号の出力レベルを抑制するデータ送信工程と
　を含んだことを特徴とするバックボード伝送方法。
【０１９１】
（付記１１）バックボードに実装された電子基板が、該バックボードに設けられた配線を
介して、該バックボードに実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなうバックボ
ード伝送方法であって、
　当該の電子基板から前記他の電子基板へ信号を送信した場合に前記配線において発生す
る反射波の波形に関する波形情報を、前記他の電子基板から取得する波形情報取得工程と
、
　送信すべきビット列を表す複数の符号を生成する符号生成工程と、
　前記符号生成工程により生成された各符号を送信した場合に前記配線において発生する
反射波の大きさを前記波形情報に基づいて計算し、計算された反射波の大きさが最も小さ
い符号を前記他の電子基板へ送信する符号として選択する符号選択工程と
　を含んだことを特徴とするバックボード伝送方法。
【０１９２】
（付記１２）バックボードに実装された電子基板が、該バックボードに設けられた配線を
介して、該バックボードに実装された他の電子基板と信号のやりとりをおこなうバックボ
ード伝送方法であって、
　当該の電子基板から前記他の電子基板へ信号を送信した場合に前記配線において発生す
る反射波の波形に関する波形情報を、前記他の電子基板から取得する波形情報取得工程と
、
　前記波形情報に基づいて前記反射波の反射周期を算出する反射周期算出工程と、
　前記反射周期に応じて定められている所定のルールに従って、前記他の電子基板へ送信
する信号に「０」のビットを挿入する挿入工程と、
　を含んだことを特徴とするバックボード伝送方法。
【産業上の利用可能性】
【０１９３】
　以上のように、本発明に係る電子基板およびバックボード伝送方法は、高速なデータ伝
送を実現させるために有用であり、特に、反射波の影響を十分に除去したい場合に適して
いる。
【図面の簡単な説明】
【０１９４】
【図１】バックボードを介して電子基板を接続して構成された電子装置の一例を示す図で
ある。
【図２】バックボード伝送における反射波の発生について説明するための説明図である。
【図３】反射波の共振について説明するための説明図である。
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【図４】単パルス受信時の受信波形の一例を示す図である。
【図５】本実施例に係る電子基板の構成を示す機能ブロック図である。
【図６】反射波形解析部の構成を示す機能ブロック図である。
【図７】反射波形記憶部に記録される波形情報の一例を示す図である。
【図８】反射波形解析制御処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】データ通信ごとに解析をおこなう場合の反射波形解析制御処理の処理手順を示す
フローチャートである。
【図１０】入力信号識別部の構成を示す機能ブロック図である。
【図１１】反射量計算部の構成を示す機能ブロック図である。
【図１２】本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例を示す図である
。
【図１３】本実施例に係る電子基板の構成を示す機能ブロック図である。
【図１４】反射波形解析部の構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】入力信号識別部の構成を示す機能ブロック図である。
【図１６】本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例を示す図である
。
【図１７】本実施例に係る電子基板の構成を示す機能ブロック図である。
【図１８】出力信号生成部の構成を示す機能ブロック図である。
【図１９】本実施例に係るバックボード伝送方法によるデータ伝送の一例を示す図である
。
【図２０】ブロック符号を用いた一般的なデータ伝送の一例を示す図である。
【図２１】本実施例に係るバックボード伝送方法の概要について説明するための説明図で
ある。
【図２２】本実施例に係る電子基板の構成を示す機能ブロック図である。
【図２３】符号選択部の構成を示す機能ブロック図である。
【図２４】反射量比較部の構成を示す機能ブロック図である。
【図２５】符号復元部の構成を示す機能ブロック図である。
【図２６】本実施例に係るバックボード伝送方法の概要について説明するための説明図で
ある。
【図２７】本実施例に係る電子基板の構成を示す機能ブロック図である。
【図２８】再符号化部の構成を示す機能ブロック図である。
【図２９】符号復元部の構成を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
【０１９５】
　　　１１、１２、１３、２１1～２１4、２２1～２２4、２３1～２３4、３１、３２、３
３1～３３4、４１、４３2～４３4、５２、５３　波形
　　　４２　判定結果データ
　　　５１、７２　識別結果
　　　６２　計算結果データ
　　１００　電子基板
　　１０１、１０３、１０４、１０５　送信側基板
　　１１０　回路
　　２００　電子基板
　　２０１、２０２、２０３、２０４、２０５　受信側基板
　　２１０　回路
　　３００　バックボード
　　３１０、３２０　コネクタ
　　３３０　配線
　１１００、１１０４　主処理部
　１２００、１２０３　出力信号生成部
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　１２１０1～１２１０m　Ｄ－ＦＦ
　１２２０　反射量計算部
　１２３０　出力調整回路
　１３００　インターフェース部
　１４００　単パルス生成部
　１５００、１５０３　反射波形解析制御部
　１６００　反射波形記憶部
　１７０４　符号選択部
　１７１０　パラレル変換部
　１７２０　反転符号生成部
　１７３１1～１７３１n　レジスタ
　１７３２1～１７３２n　レジスタ
　１７４０1～１７４０p　レジスタ
　１７５０　反射量比較部
　１７５１　インターリーバ回路
　１７５２1～１７５２q　反射量計算部
　１７５３　加算回路
　１７５４1～１７５４q　反射量計算部
　１７５５　加算回路
　１７５６　比較回路
　１７６０　セレクタ
　１７７０　シリアル変換部
　１８０５　再符号化部
　１８１０　反射周期計算部
　１８２０　パラレル変換部
　１８３０　復号化回路
　１８４０　０挿入処理部
　１８５０　シリアル変換部
　２１００　インターフェース部
　２２００、２２０２　反射波形解析部
　２２１０　直接波検出回路
　２２２０　カウンタ
　２２３０　増幅回路
　２２４０、２２４２1～２２４２k　タイミングレベルホールド回路
　２２５０、２２５２1～２２５２k　ＡＤコンバータ
　２３００　反射波形記憶部
　２４００、２４０３　反射波形解析制御部
　２５００、２５０１、２５０２　入力信号識別部
　２５１０1～２５１０i　Ｄ－ＦＦ
　２５２０　反射量計算部
　２５２１1～２５２１i　電圧値計算回路
　２５２２　加算回路
　２５３０　閾値電圧生成部
　２５４０　遅延調整部
　２５５０、２５５２1～２５５２j　コンパレータ
　２５６０　パラレル変換部
　２５７０　電圧供給回路
　２５８０　セレクタ
　２６００、２６０４　主処理部
　２７０４　符号復元部
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　２７１０　パラレル変換部
　２７２０　反転符号生成回路
　２７３０　レジスタ
　２７４０　ＲＤ値検出回路
　２７５０　ＮＯＴ回路
　２７６０　セレクタ
　２７７０　シリアル変換部
　２８０５　符号復元部
　２８１０　反射周期計算部
　２８２０　パラレル変換部
　２８３０　０除去処理部
　２８４０　符号化回路
　２８５０　シリアル変換部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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